
「
花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
」
使
用
規
則 

 

第
一
条
（
規
定
） 

花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
を
使
用
さ
れ
る
方
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
承
諾
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。 

 

第
二
条
（
使
用
目
的
） 

「
花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
」
は
、
焼
骨
の
埋
葬
の
用
に
供
す
る
目
的
以
外
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。 

 

第
三
条
（
使
用
資
格
） 

「
花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
」
は
、
周
広
院
の
檀
信
徒
に
限
ら
ず
管
理
者
の
承
諾
を
得
た
と
き
に
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

第
四
条
（
使
用
承
諾
書
の
交
付
） 

一
、「
花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
」
を
使
用
さ
れ
る
方
は
、
使
用
申
込
書
及
び
使
用
規
則
同
意
書
に
住
民
票
を

添
え
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
永
代
使
用
料
を
納
入
し
、
使
用
承
諾
書
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

 

二
、
使
用
申
込
書
の
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
訂
正
の
旨
を
速
や
か
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。 

 

第
五
条
（
永
代
供
養
） 

一
、
永
代
供
養
と
は
、
永
代
使
用
料
の
一
部
の
運
用
に
よ
っ
て
、
管
理
者
が
八
月
の
お
盆
供
養
、
春
秋
の

彼
岸
供
養
等
を
行
う
こ
と
及
び
年
間
を
通
じ
て
通
常
の
清
掃
管
理
を
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。 

 

二
、「
花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
」
使
用
名
義
人
な
ど
の
死
亡
等
に
よ
り
納
骨
室
に
埋
骨
さ
れ
て
か
ら
契
約
期

間
中
は
個
別
納
骨
室
に
安
置
し
、
そ
の
後
、
総
廟
に
埋
葬
し
て
引
き
続
き
永
代
に
わ
た
り
管
理
者
が
祭
祀

供
養
を
継
続
し
ま
す
。 

 

な
お
、
納
骨
室
ご
利
用
中
に
二
回
以
上
の
石
板
開
閉
な
ど
に
つ
い
て
は
、
一
回
に
つ
き
五
万
円
の
手
数

料
を
前
納
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

三
、
使
用
名
義
人
及
び
そ
の
配
偶
者
が
死
亡
し
、
後
に
祭
祀
相
続
人
が
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
状
態
が
始

ま
っ
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
十
三
年
間
個
別
納
骨
室
の
安
置
を
継
続
し
、
そ
の
後
総
廟
に
ご
遺
骨
を
改
葬

し
て
、
引
き
続
き
永
代
に
わ
た
り
管
理
者
が
祭
祀
供
養
を
継
続
し
ま
す
。
こ
の
場
合
で
も
使
用
契
約
期
間

に
つ
い
て
は
尊
重
い
た
し
ま
す
。 

 

四
、
埋
葬
骨
が
総
廟
に
移
さ
れ
た
後
、
個
人
納
骨
室
の
使
用
権
は
自
動
的
に
喪
失
し
ま
す
。 

 

第
六
条
（
納
入
金
の
返
還
） 

納
入
さ
れ
た
永
代
使
用
料
は
、
そ
の
性
格
上
原
則
と
し
て
理
由
の
如
何
に
よ
ら
ず
返
還
い
た
し
ま
せ
ん
。 

 

第
七
条
（
埋
葬
及
び
改
葬
の
手
続
き
） 

埋
葬
ま
た
は
改
葬
の
と
き
は
、
所
轄
官
庁
の
発
行
す
る
埋
（
改
）
葬
許
可
証
に
使
用
承
諾
書
を
添
え
て
管

理
者
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。 

 

第
八
条
（
埋
葬
者
の
制
限
） 



使
用
者
が
届
け
出
た
以
外
の
埋
葬
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

第
九
条
（
使
用
資
格
の
喪
失
） 

左
記
の
各
項
に
該
当
す
る
と
き
は
「
花
水
霊
園
永
代
供
養
墓
」
の
使
用
権
を
取
り
消
し
ま
す
。 

 

イ
、
使
用
者
が
承
諾
を
受
け
た
目
的
以
外
に
使
用
し
た
と
き
。 

 

ロ
、
使
用
者
が
使
用
場
所
を
第
三
者
に
譲
渡
し
、
ま
た
は
転
貸
し
た
と
き
。 

 

ハ
、
そ
の
他
、
本
使
用
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。 

 

第
十
条
（
使
用
権
の
継
承
） 

使
用
名
義
人
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
使
用
名
義
人
の
届
け
出
た
者
が
管
理
者
の
承
認
を
得
て
「
花
水
霊
園

永
代
供
養
墓
」
の
使
用
権
を
継
承
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

第
十
一
条
（
規
則
に
定
め
な
い
事
項
） 

前
各
条
に
定
め
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
都
度
管
理
者
が
決

め
ま
す
。 

 

第
十
二
条
（
規
則
の
改
正
） 

「
墓
地
埋
葬
に
関
す
る
法
律
」
等
現
行
法
規
が
改
正
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
規
則
も
改
正
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。 

 


